
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
四
百
二
十
八
号

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
七
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
二
号
（
電
波
法
施
行
規
則
第
七
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
実
験
試
験
局
と

し
て
使
用
可
能
な
周
波
数
の
範
囲
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
二
月
八
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

「

4
2
8
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
2
8
.
4
Ｍ

北
海

道
総

合
通

信
局

管
内

平
成

3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

Ｈ
ｚ

ま
で

東
北

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

信
越

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

北
陸

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

東
海

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

愛
知

県
及

び
三

重
県

の
区

域
を

除
く

。

近
畿

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

中
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

2
5
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

四
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

を



二
頁

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る

」

。

「

4
2
8
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
2
8
.
4
Ｍ

北
海

道
総

合
通

信
局

管
内

平
成

3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

Ｈ
ｚ

ま
で

東
北

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

信
越

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

北
陸

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

東
海

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

愛
知

県
及

び
三

重
県

の
区

域
を

除
く

。

近
畿

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

中
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

2
5
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

四
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

５
Ｗ

以
下

陸
上

で
の

使
用

に
限

る
。

4
2
9
.
1
6
8
7
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
2

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
0
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
0
2
Ｗ

以
下

注
３

9
.
7
4
3
7
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

ま
で

」

「

に
、



三
頁

4
6
0
.
3
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
6
1
.
4

北
海

道
総

合
通

信
局

管
内

平
成

3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

4
6
0
.
3
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
6
0
.
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

ま

Ｍ
Ｈ

ｚ
ま

で
で

の
周

波
数

の
み

を
使

用
す

る
場

合

を
除

く
。

北
陸

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

2
2
9
4
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

2
2
9
6
Ｍ

北
海

道
総

合
通

信
局

管
内

平
成

3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

Ｈ
ｚ

ま
で

東
北

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

中
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

四
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

」

「

4
6
0
.
3
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
6
1
.
4

北
海

道
総

合
通

信
局

管
内

平
成

3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

4
6
0
.
3
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

4
6
0
.
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

ま

Ｍ
Ｈ

ｚ
ま

で
で

の
周

波
数

の
み

を
使

用
す

る
場

合

を
除

く
。

北
陸

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

1
0
Ｗ

以
下

9
1
5
.
9
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

9
1
6
.
9

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
2
9
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
0
0
2
Ｗ

以
下

注
４

Ｍ
Ｈ

ｚ
ま

で

を



四
頁

9
2
0
.
5
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

9
2
8
.
1

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
0
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
2
Ｗ

以
下

注
３

注
４

及
び

注
５

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
ま

で

2
2
9
4
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

2
2
9
6
Ｍ

北
海

道
総

合
通

信
局

管
内

平
成

3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

Ｈ
ｚ

ま
で

東
北

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

中
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

四
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

2
4
0
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

2
4
8
3
.
5

九
州

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
0
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
5
Ｗ

以
下

注
３

注
４

及
び

注
６

、

Ｍ
Ｈ

ｚ
ま

で

」

「

5
4
9
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

5
6
9
0
Ｍ

東
海

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
1
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
Ｗ

以
下

注
３

Ｈ
ｚ

ま
で

中
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
Ｗ

以
下

注
４

四
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
Ｗ

以
下

注
５

5
6
5
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

5
8
3
0
Ｍ

東
北

総
合

通
信

局
管

内
平

成
2
9
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

注
６

Ｈ
ｚ

ま
で

」

「

を に
、



五
頁

5
4
9
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

5
6
9
0
Ｍ

東
海

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
3
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
Ｗ

以
下

注
７

Ｈ
ｚ

ま
で

中
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
Ｗ

以
下

注
８

四
国

総
合

通
信

局
管

内
平

成
3
2
年

６
月

3
0
日

ま
で

0
.
4
Ｗ

以
下

注
９

5
6
5
0
Ｍ

Ｈ
ｚ

か
ら

5
8
3
0
Ｍ

東
北

総
合

通
信

局
管

内
平

成
2
9
年

６
月

3
0
日

ま
で

１
Ｗ

以
下

注
1
0

Ｈ
ｚ

ま
で

」

改
め
、
同
表
中
（
注
６
）
を
（
注

）
と
し
、
（
注
５
）
を
（
注
９
）
と
し
、
（
注
４
）
を
（
注
８
）
と
し
、
同
表
（

10

注
３
）
中
「愛

知
県

豊
田

市
深

見
町

」
を
「愛

知
県

名
古

屋
市

守
山

区
大

字
上

志
段

味
東

谷
同

県
豊

田
市

小
田

木
町

、

タ
カ

ド
ヤ

同
市

黒
田

町
及

び
同

市
深

見
町

」
に
改
め
、
「並

び
に

同
県

長
久

手
市

茨
ケ

廻
間

」
を
「

同
県

尾
張

旭
、

、

市
大

字
新

居
同

県
長

久
手

市
茨

ケ
廻

間
」
に
改
め
、
「同

市
岩

作
三

ケ
峯

」
の
次
に
「並

び
に

同
県

北
設

楽
郡

設
楽

、

町
田

峯
及

び
同

町
西

納
庫

」
を
加
え
、
同
（
注
３
）
を
同
表
（
注
７
）
と
し
、
同
表
（
注
２
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

（注
３

）福
岡

県
福

岡
市

南
区

的
場

の
区

域
に

限
る

。

（注
４

）福
岡

県
福

岡
市

博
多

区
東

平
尾

公
園

同
市

博
多

区
竹

下
及

び
同

市
博

多
区

美
野

島
の

区
域

に
限

る
、

。

（注
５

）福
岡

県
福

岡
市

中
央

区
大

名
及

び
同

市
博

多
区

博
多

駅
東

の
区

域
に

限
る

。

（注
６

）福
岡

県
福

岡
市

西
区

元
岡

の
区

域
に

限
る

。

に


